業務請負契約書

発注者　早稲田大学○○○○○○○研究所（以下「甲」とする。）と受注者　○○○○株式会社（以下「乙」とする。）とは、以下のとおり業務請負契約を締結する。

（目的）

第１条　甲は、乙に対し、「○○○○○○○○○○○○事業」に関する仕様書記載の次の業務（以下「本業務」という。）を発注し、乙はこれを遂行する。

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○業務」

（本業務の内容）

第２条　乙は、仕様書に従って、本業務を実施し、甲に対し成果物を納入しなければならない。
（納期）

第３条　甲が乙に発注する本業務の期間は、○○○○年○○月○○日までとする。

（成果物検査）
第４条　成果物納入の際、必ず、甲の検査を受けるものとする。
（事故報告）

第５条　乙は、本業務につき、何らかの問題が発生し、ないし前項の納期に成果物の納入ができない場合は、速やかに甲に対し、事故報告書を提出し、その指示を受けなければならない。
（代金の請求）
第６条　乙は、成果物が第４項の検査に合格したときは、検収日から３０日以内に代金の請求手続を行うものとする。
（支払）

第７条　甲が、本業務に関する経費として乙に対して支払う金額は、仕様書記載の経費とし、乙からの請求を以って、３０日を経過した日または○○○○年３月３１日のいずれか早い日までに、乙指定の銀行口座に支払うものとする。
（再委託）
第８条　乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
（契約解除）

第９条　甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項に違反したと認めるときは、契約を解除することができる。

（財産の管理）

第10条　乙は、本業務の実施により甲の出損の下、取得した財産については、本業務終了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、甲の指示に従って処分する。
（所有権並びに知的財産権）

第11条　本業務による成果物の所有権並びに著作権その他の知的財産権は、甲に帰属する。
（機密保持）

第12条　乙は、本業務に関連して知り得た甲の機密については、これを第三者に漏洩してはならない。
２　乙は、甲の書面による承諾なく、本業務の内容を公表してはならない。
（瑕疵担保）
第13条　乙に帰責する事由により、目的物に瑕疵があると判断され、当該瑕疵による損害が発生したときは、乙は、直ちにこれを修補するものとし、修補できない場合は、甲に対し、請負金額の範囲内でその損害の賠償を行うものとする。
２　前項の規定による瑕疵の損害賠償の請求は、翌会計年度の３月３１日までに行わなければならない。
（協議事項）
第14条　本契約の内容について、追加・削除等の変更の生じた場合、あるいは本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義の生じた事項については、甲・乙協議の上解決する。
（合意管轄）
第15条　本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
本件契約書を２通作成し、甲乙各自１通を保管する。

○○○○年　　　月　　　日

甲    東京都新宿区戸塚町１－１０４

学校法人　早稲田大学

○○○○研究センター

所長　　　　　○　○　　○　○

乙    東京都新宿区西早稲田１丁目1番7号　

○○○○○○○○○○○○○

代表取締役　　○　○　　○　○

※500万円以上の契約の場合は、理事長名での契約になります。

